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たじり・ふれ愛・ささえあい　みんながいきいきと安心して暮らせるまち
第　179　号

社会福祉法人　　　　　　
田尻町社会福祉協議会

泉南郡田尻町嘉祥寺883番地1
田尻町総合保健福祉センター1階
電話  4 6 6 － 5 0 1 5
FAX  4 6 6 － 8 8 9 9

代 表　宮　内　良　雄

発　行

　今年も「赤い羽根共同募金」「歳末たすけあい募金」の趣旨にご賛同をいただき、一層の暖かいお力添
えをお願いいたします。

10月 2 日（日）たじり日曜朝市
10月 3 日（月）コーナンりんくう羽倉崎店
　　　　　　　マックスバリュー羽倉崎店
10月23日（日）たじり日曜朝市

街頭募金

10月1日より 赤い羽根共同募金
12月1日より 歳末たすけあい募金

赤い羽根
共同募金

● 戸別募金　地区会の皆さま
● 法人募金　田尻町内の企業・団体の皆さま
● 学校募金　田尻小学校と田尻中学校の皆さま
● 街頭募金　下記の日程で実施いたします

歳末
たすけあい
募金

● 戸別募金　地区会の皆さま
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　災害時に立ち上がる災害ボランティアセンターの復旧活動などに
は多くの力が必要です。
　毎年同センターの運営訓練を実施しています。

自発的に災害支援ボランティアの活動を希望する個人または団体。
資格など必要ありません。ぜひ登録をお願いします！

電話かメールで登録できます。
なお、メールの場合は、「災害支援ボランティア登録希望」と入力の上、氏名住所をお知
らせください。　　　 tajiri-volunteer@jcom.zaq.ne.jp  （担当：倉本）

登録の条件

登録方法

災害支援ボランティア登録者 を募集しています！

次の二つの条件を共に満たしている方
・町内に居住する、70歳以上の 一人暮らしの方
・町内に子どもの居ない方
 
                       　5,000円相当 のおせち料理
                          　 （うち2,000円自己負担）

　
10月11日から10月28日で（土日祝を除く）
午前９時～午後５時まで電話またはFAXで受付
※昨年配食を受けた方は、この事前申込みは不要
　です。

調髪券を下記の要領にてお渡ししますので
必要な方はお越しください。　
対 象 者　田尻町在住　
　　　　　①満75歳以上の方
　　　　　②満65歳以上の寝たきりの方
　　　　　③身体障がい者（児）1・2級の方
交付回数　年度内に１回（2枚綴り）
交付場所　田尻町社会福祉協議会

今年も民生委員の協力により大晦日に配食し
ます。

おせち料理配食のお知らせ 調髪券を交付しています

利用期間　12月31日まで

令和４年度

※初めて調髪券の交付を受ける方は、保険証・障
害者手帳などを持参ください。

※調髪券に記載するお名前の方（本人）のみ利用で
きます。

※利用者の負担は55％になります。
※田尻町内の各理容店様には基本料金の10％を

負担して頂いております。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

くら  もと

令和4年12月31日（時間指定はできません）

お届け日

対　象

申し込み方法

以下のお知らせや募集の事業には、共同募金が活用されます
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老人福祉センターだより

～ 地域の身近な場所での
                 介護予防サロン ～
　　火：りんくう集会所
      水：吉見集会所
　　金：嘉祥寺集会所　

大 漁 サ ロ ン

周川先生
中橋先生

岡崎先生

民謡講座民謡講座
第１・３木曜日

～ インタビュー ～

毎月第２・４月曜日

新人の藤原です
よろしく

お願いします！

サロンには専門職も参加しています。
気になることやお困りのことがあればお声かけください。

ピアノサークル
第１・3月曜日

習字サークル
毎月第２・4火曜日

着物リフォーム

参加者募集中！
興味がある方は
ご連絡ください。

月2回 月曜日

講師：筒澤先生

民謡って？
        みんなで声を出すと
楽しいですよ！
聞いたことがある歌が多く、
はじめてでも安心です。

民謡の楽しみは？
最近大きく口を開けて声を出していますか？
声を出してストレス発散しましょう。

どんな方が参加されていますか？
     男性も参加しています。
気になる方は見学できますのでぜひ
お越しください。



（担当：岩野）
いわ    の
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●  金田　英夫 様　　10,000円　
　　　　　　　金田　道子　様　ご逝去による供養として

テーマ毎の申込となるため、ご希望のテーマをお申し込みください。

　下記の方からご寄附いただきましたご厚意に感謝申
し上げ、地域福祉のために有意義に使わせていただき
ます。

ご寄附のご報告
令和４年8月1６日～令和４年9月15日

  

お問い合わせ TEL 466-5015　
FAX 466-8899

tajiri-syakyo@lily.ocn.ne.jp

田尻町社会福祉協議会
https://www.tajiri-syakyo.jp

「福祉の相談員です」　
　お金のこと、地域のこと、
　自分自身のこと、家のこと、
　家族のこと、子どものこと、　
　手続きのこと・・など　　　　　　　　　

相談　⇒　課題の整理　⇒　つなぐ　　

tajirisyakyocsw@gmail.com

　ご本人からの相談でなくとも、家族、民生委員や地区
福祉委員、住民、各種窓口からの相談も可能です。
お話をお伺いした上で、必要に応じて様々な機関と連
携し解決に向けて進めていきます。

　高齢者や障害のある方等の権利擁護を図ることを
目的とした事業です。

※内容には条件もあるため、詳しくはお問い合わせ
　ください。（担当：倉本・野々口）

メールでもお受けできます

一緒に働きませんか？

現在の主な仕事
・草取り（個人宅、公園、墓地）
・水やり（公園、墓地）
・掃除（公共施設、公園、道路）
・草刈り（休耕地等）
・植木剪定、伐採（個人宅）
・簡単な大工
　　　　　　　など

経験・技術・技能を生かしたい

常に身体を動かし健康維持に努めたい
何らかの収入を得たい

社会に役立ちたい

１．田尻町在住の方
２．健康で働く意欲
      のある60歳以上
      の方　

シルバー人材センター
にて傷害保険・賠償

保険に加入
しています

条 件
保 険 仕事によって配分金

の支払いがあります
※給料ではありません

配分金（報酬）

お仕事の依頼も
お待ちしています

田尻町シルバー人材センター田尻町シルバー人材センター

年間登録料
1,000円

1. 福祉サービス利用援助
2. 日常的金銭管理サービス
3. 書類等預かりサービス

サービス
内容

CSW（コミュニティソーシャルワーカー） 日常生活自立支援事業

くら  もと             の    の  ぐち


